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衆

議
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議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
駆
け
つ
け
警
護
の
英
訳
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
駆
け
つ
け
警
護
の
英
訳
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

「
駆
け
付
け
警
護
」
と
は
、
一
般
に
、
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第

七
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
五
号
に
規
定
す
る
国
際
平
和
協
力
業
務
で
あ
っ
て
同
号
ラ
に
掲
げ
る
も
の

を
指
す
も
の
と
理
解
し
て
い
る
が
、
同
号
ラ
に
掲
げ
る
業
務
は
、
同
号
ヲ
か
ら
ネ
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
又
は
こ
れ
ら
の
業
務

に
類
す
る
も
の
と
し
て
同
号
ナ
の
政
令
で
定
め
る
業
務
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
、
国
際
連
携
平

和
安
全
活
動
若
し
く
は
人
道
的
な
国
際
救
援
活
動
に
従
事
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
の
活
動
を
支
援
す
る
者
（
以
下
「
活
動
関
係

者
」
と
い
う
。
）
の
生
命
又
は
身
体
に
対
す
る
不
測
の
侵
害
又
は
危
難
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
緊

急
の
要
請
に
対
応
し
て
行
う
当
該
活
動
関
係
者
の
生
命
及
び
身
体
の
保
護
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
法
第
二
十
六
条
第
二
項
は
、
法
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
先
国
に
お
い
て
国
際
平
和
協
力
業
務
で
あ
っ

て
法
第
三
条
第
五
号
ラ
に
掲
げ
る
も
の
に
従
事
す
る
自
衛
官
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
に
際
し
、
自
己
又
は
そ
の
保
護
し
よ
う

と
す
る
活
動
関
係
者
の
生
命
又
は
身
体
を
防
護
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
事
態
に
応
じ
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
限
度
で
、
法
第
六
条
第
二
項
第
二
号
ホ
⑵
及
び
第
四
項
の
規
定
に

一



よ
り
実
施
計
画
に
定
め
る
装
備
で
あ
る
武
器
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
し
、
法
第
二
十
六
条
第
三
項
は
、
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
武
器
の
使
用
に
際
し
て
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
三
十
六
条
又
は
第
三
十
七
条

の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、
人
に
危
害
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
旨
規
定
し
て
い
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
法
の
規
定
に
つ
い
て
の
政
府
と
し
て
公
式
の
も
の
と
し
て
定
め
た
英
訳
は
、
存

在
し
な
い
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
武
器
の
使
用
は
、
「
自
己
又

は
そ
の
保
護
し
よ
う
と
す
る
活
動
関
係
者
の
生
命
又
は
身
体
を
防
護
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
相
当

の
理
由
が
あ
る
場
合
」
に
、
「
そ
の
事
態
に
応
じ
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
限
度
」
で
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
武
器
の
使
用
に
際
し
て
は
、
刑
法
第
三
十
六
条
又
は
第
三
十
七
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場

合
を
除
い
て
は
、
人
に
危
害
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
、
法
第
二
十
六
条
第
四
項
が
準
用
す
る
自
衛
隊
法
（
昭
和

二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
八
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
武
器
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
刑
法
第
三
十
六

二



条
又
は
第
三
十
七
条
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
部
隊
指
揮
官
の
命
令
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
法
の
規
定
の
内
容
は
、
国
際
平
和
協
力
業
務
に
従
事
す
る
自
衛
官
の
武
器
の
使
用
に
つ
い
て
の
規
律
と
し
て

適
切
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三


